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（資料１） 共済組合・互助組合 短期給付一覧表 

共 済 組 合 の 給 付 

給付の種類 支 給 要 件 支 給 額 請 求 書 類 

療 養 の 給 付 組合員が公務によらない傷病に

より療養を受けたとき 

療養費の７割 ○請求不要（自動給付）

○組合が医療機関へ支払

（現物給付） 保険外併用療養費 同上の場合で保険医療機関等か

ら評価療養又は選定療養を受け

たとき 

家族療養の給付 

（被 扶 養 者） 

被扶養者が傷病により療養を受

けたとき 

この場合で保険医療機関等から

評価療養又は選定療養を受けた

とき 

７割 

６歳に達する日以後の

最初の３月31日までの

場合は８割 

70歳以上は原則として

８割 

療   養   費 

 

 

 

（療 養 費） 

 

 

（治療用装具 

の購入費用） 

 

 

 

 

 

（生 鮮 血 代） 

 

（柔道整復師 

 の 施 術 料） 

（あん摩，マッサー

ジ，はり，きゅう

の施術料） 

組合員が公務によらない傷病に

よりやむを得ない事情等で療養

の給付又は保険外併用療養費を

受けることができないとき 

○やむを得ない事情により組合

員証を使用しないで療養を受

けたとき 

○医師が必要と認めた場合の治

療用装具を購入したとき 

 

○医師が必要と認めた場合の弾

性着衣等を購入したとき 

○小児弱視等の治療用眼鏡等を

購入したとき 

○輸血用生鮮血を使用したとき 

 

○柔道整復師の施術を受けたと

き 

○医師の同意によりあん摩，マッ

サージ指圧師，はり師，きゅう

師の施術を受けたとき 

健康保険法等の基準に

より組合が算定した費

用の７割 

療養費・家族療養費

請求書 

 

〔添付書類〕 

診療報酬領収済明

細書 

 

医師の同意書，装

具装着証明書，領

収書 

弾性着衣等の装着

指示書，領収書 

作成指示書の写

し，領収書 

医師の輸血証明

書，領収書 

柔道整復師会を経

由して請求 

医師の同意書 

施術証明書，領収

書 

家 族 療 養 費 被扶養者が傷病によりやむを得

ない事情等で家族療養の給付を

受けることができないとき 

○組合員の療養費の場合に同じ 

健康保険法等の基準に

より組合が算定した費

用の７割 

６歳に達する日以後の

最初の３月31日までの

場合は８割 

70歳以上は原則として

８割 

訪問看護療養費 組合員が公務によらない傷病に

より指定訪問看護事業者から指

定訪問看護を受けた場合で組合

が必要と認めたとき 

算定した費用の額の７割 

 

○請求不要（自動給付）

○組合が指定訪問看護事 

業者へ支払（現物支給） 



－103－ 

 

互 助 組 合 の 給 付 

給付の種類 支 給 要 件 支 給 額 請 求 書 類 

療 養 補 助 金 会員又は扶養家族が傷病により

療養を受けたとき 

 

共済組合が給付しない

自己負担の療養費相当

額 

(20,000円と100円未満

の額)から2,500円控除

した額 

 

○請求不要（自動給

付） 

○共済へ給付を請求

する場合は療養補

助金請求書（共済

と併記請求） 

○準会員及びその扶

養家族の場合は療

養補助金請求書 
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共 済 組 合 の 給 付 

給付の種類 支 給 要 件 支 給 額 請 求 書 類 

家族訪問看護 

療 養 費 

被扶養者が指定訪問看護事業者

から指定訪問看護を受けた場合

で組合が必要と認めたとき 

算定した費用の額の７割 

６歳に達する以後の最

初の３月31日までの場

合は８割 

70歳以上は原則として

８割 

 

高 額 療 養 費  療養に係る自己負担額の内，下表の区分毎に示された自
己負担限度額を超える部分の額を高額療養費として支給す
る。 
 

区分 

70  歳  以  上 
世 帯 全 体 

(C) 
個人単位 

(外来のみ:A)

世帯単位 

(入院含む:B)

一 定

以 上

所得者 

44,400円 
80,100+1% 

(44,400円) 

上位所得者 150,000円+1% 
     (83,400円) 
一 般 80,100円+1% 
     (44,400円) 

一般 24,600円 
62,100円 

（44,400円）

上位所得者 150,000円+1% 
     (83,400円) 
一 般 80,100円+1% 
     (44,400円) 

注１ 70歳以上の一定以上所得者とは給料月額が224,000円以上の組合

員及びその被扶養者で，次の収入要件を満たす者 

収入要件 １．70歳以上である被扶養者がいる場合は，その被扶養

者の収入も含めて520万円以上 

        ２．70歳以上である被扶養者がいない場合は，383万円

以上 

注２ 上位所得者とは給料月額が424,000円（公務員以外は530,000円）

以上の組合員(被保険者)及びその被扶養者 

注３ この表における世帯の範囲は，組合員（被保険者）とその被扶養

者である 

注４ 世帯単位中の「＋１％」は，医療費が267,000円を超えた場合，

超過額の１％を追加負担 

     世帯全体中の「＋１％」は，医療費が一般267,000円，上位所得

者500,000円を超えた場合，超過額の１％を追加負担 

注５ （   ）は年４月以上該当した場合の４月目以降の額 

 

以下の流れで高額療養費を算定する。 

① 70 歳以上の者の外来自己負担のみを被保険者，被扶養

者ごとに個人単位で合算し，Ａの限度額を適用する。限

度額を超える部分が高額療養費として支給される。 

② 70 歳以上の被保険者，被扶養者の入院分の自己負担と，

外来分の自己負担（①で支給される高額療養費の額を控

除）を世帯単位で合算し，Ｂの限度額を適用する。限度

額を超える部分が高額療養費として支給される。 

③ 70 歳未満の被保険者，被扶養者の自己負担（自己負担

が合算対象基準額である 21,000 円を超えるレセプト（診

療明細書のことで，１医療機関ごとに月単位で発行され

る）のみ）と 70 歳以上の被保険者，被扶養者の自己負担 

○請求不要 

（自動給付） 
 
○限度額認定証を使
用した場合，特定
疾病の場合は，組
合が医療機関へ支
払（現物給付） 
 
○療養費，家族療養
費を請求する場合
は併記請求 
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互 助 組 合 の 給 付 

給付の種類 支 給 要 件 支 給 額 請 求 書 類 
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共 済 組 合 の 給 付 

給付の種類 支 給 要 件 支 給 額 請 求 書 類 

高 額 療 養 費 （②で支給される高額療養費の額を控除）を世帯で合算

して，Ｃの限度額を適用し，限度額を超える部分が高額療養

費として支給される。 

高額療養費の総額は，①，②，③それぞれで支給され

る高額療養費を合わせた額となる。 

 

なお，70 歳以上の者の外来での自己負担限度額を超える

額は，医療機関の窓口負担を本人が行った上で，後日，共

済組合から高額療養費として組合員に給付する。70 歳以上

の者の入院では，本人は自己負担限度額まで窓口で支払え

ばよく，限度額を超える部分の額は共済組合が支払基金を

通じて医療機関に支払う。 

 また，高額長期疾病等の特定疾病において自己負担が

10,000 円（人工透析患者で上位所得者については，20,000

円）を超える場合には，超える部分について高額療養費が

支給される。 

 

高額介護合算療養費   医療保険，介護保険の「自己負担額」の合算額が著しく

高額になる場合に，医療保険上の世帯を単位とし，計算期

間（８月１日から翌年７月３１日まで）の末日「基準日」

にその世帯に属する者に関し，費用負担者である組合員等

の当該計算期間に負担した自己負担額の合算額が，「介護

合算算定基準額」に「支給基準額」を加えた額を超える場

合に，それぞれの保険者から按分して支給する。 

 

 ＊高額介護合算療養費の支給総額 

    ＝世帯負担総額－介護合算算定基準額 

 

 介護合算算定基準額 

所得区分 70 歳以上 所得区分 70 歳未満 

一般 62 万円（注） 一般 67 万円 

現役並み所

得者 
67 万円 上位所得者 126 万円 

 

 （注）平成 22 年８月から平成 23 年７月の計算期間については 56 万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○高額介護合算療

養費支給申請書 

〔添付書類〕 

 介護サービス及

び他の医療保険制

度に係る負担額証

明書等 
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互 助 組 合 の 給 付 

給付の種類 支 給 要 件 支 給 額 請 求 書 類 
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共 済 組 合 の 給 付 

給付の種類 支 給 要 件 支 給 額 請 求 書 類 

一 部 負 担 金 
払   戻   金 

 
 
 

家 族 療 養 費 
附   加   金 

組合員または被扶養者が療養を受け，同一の医療機関での

１ヵ月の窓口負担が一定の限度額を超えたとき，その超えた

額（高額療養費の支給がある場合は，当該高額療養費を控除

した額）を支給する。 

 一定の限度額 

  レセプトが１件の場合 20,000 円 
  レセプト２件以上で，その自己負担額を合算して高額
療養費が支給される場合 40,000 円 

 

 ただし，高齢受給者の受けた療養が含まれる場合の給付に

は，合算対象一部負担金（定率自己負担額）の額により次の

とおり例外的な取扱いがある。 

① 若人と高齢受給者のレセプトを合算する場合 

若人   ：70 歳未満の者 

高齢受給者：70 歳以上 75 歳未満の者 

合算対象一部負担金等の組合せ 支  給  額 

○若人の療養に係る２万１

千円（合算対象基準額が

２万１千円のため）超の

ものが１件と高齢受給者

の療養に係る２万円以下

のものが１件以上の場合

合算対象一部負担金（定率

自己負担額）の合計額－高

額療養費－（２万円＋高齢

受給者の療養に係る２万

円以下のものの合計額（４

万円限度））が支給される。 

 
② 高齢受給者＜入院＋外来高額療養費控除後のなお残る自

己負担額＞及び高齢受給者〈外来〉の場合 

合算対象一部負担金等の組合せ 支  給  額 

○２万円超のものが１件と

２万円以下のものが１件

以上の場合 

同 上 

 

○請求不要 

（自動給付） 

 

○療養費，家族療
養費請求の場
合は併記請求 
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互 助 組 合 の 給 付 

給付の種類 支 給 要 件 支 給 額 請 求 書 類 
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共 済 組 合 の 給 付 

給付の種類 支 給 要 件 支 給 額 請 求 書 類 

家 族 訪 問 看 護 

療 養 費 附 加 金 

家族訪問看護療養費が支給され

るとき 

自己負担額－20,000円 

（100 円未満切捨） 

○請求不要(自動

給付) 

移   送   費 組合員が療養の給付を受けるた

め医療機関に移送された場合で

組合が必要と認めたとき 

別途算定した額 ○移送費・家族移

送費請求書 

〔添付書類〕 

領収書等 家 族 移 送 費 被扶養者が家族療養の給付を受

けるため医療機関に移送された

場合で組合が必要と認めたとき

入院時食事療養費 組合員及び被扶養者が療養の給

付と併せて食事療養を受けたと

き 

食事療養について算定した

費用の額－食事療養標準負

担額 

（一般１食260円） 

○請求不要（自動

給付） 

○組合が医療機関

へ支払い（現物

給付） 

入院時生活療養費 療養病床に入院する65歳以上の

者が生活療養を受けたとき 

生活療養について算定した

費用の額－生活療養標準負

担額 

 一般 

 食 費１食 460 円 

 居住費１日 320 円 

○請求不要（自動

給付） 

○組合が医療機関

へ支払い（現物

給付） 

入 院 附 加 金 組合員が公務によらないで傷病

により引き続き５日以上入院し

たとき 

１日につき500円 ○請求不要（自動

給付） 

出   産   費 組合員が出産したとき 390,000円 

（産科医療補償制度対象出

産の場合30,000円加算） 

 

○出産費・同附加

金，配偶者出産

費・同附加金請

求書 

〔添付書類〕 

 直接支払制度に

関する合意書 

 産科医療補償適

用分は所定の印

の押された領収

書等 

 ＊直接支払制度

を利用した場合

 医療機関等交付

の明細書 

 直接支払制度に

関する合意書 

※多胎児出産の場

合 

 産児ごとに１回

の出産があった

ものとして支給

出 産 費 附 加 金 出産費が支給されるとき 50,000円 

家 族 出 産 費 被扶養者が出産したとき 390,000円 

（産科医療補償制度対象出

産の場合30,000円加算） 

 

家 族 出 産 費 

附 加 金 

家族出産費が支給されるとき 

 

50,000円 
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互 助 組 合 の 給 付 

給付の種類 支 給 要 件 支 給 額 請 求 書 類 
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共 済 組 合 の 給 付 

給付の種類 支 給 要 件 支 給 額 請 求 書 類 

埋   葬   料 組合員が公務によらないで死亡

したとき 

＊被扶養者であった者以外の

者が埋葬を行った場合 

50,000円 

 

＊埋葬費用相当額 

（上記額限度） 

○埋葬料・同附加

金，家族埋葬料・同

附加金請求書 

〔添付書類〕 

埋火葬許可証の写

 

＊埋葬費用の領収書

 
埋 葬 料 附 加 金 埋葬料が支給されるとき 

 

25,000円 

 

家 族 埋 葬 料 被扶養者が死亡したとき 50,000円 

  

家族埋葬料附加金 家族埋葬料が支給されるとき 

 

 

25,000円 

 

傷 病 手 当 金 組合員が公務によらない傷病に
より欠勤し，給料の全部又は一部
が支給されないとき 

給料日額の３分の２×
1.25 
１年６月（結核３年）
限度 

○傷病手当金・同附
加金請求書 
〔添付書類〕 
意見書 
出勤簿の写 
 年金受給者の場合
 は年金証書の写 

 健康保険等の被保

険者でないことがわ

かるもの 

傷病手当金附加金 傷病手当金の支給期間満了後，な
お引き続き勤務に服することが
できないとき 

給料日額の３分の２×
1.25 
６か月限度 

出 産 手 当 金 組合員が出産により欠勤し，給料
の全部又は一部が支給されない
とき 

給料日額の３分の２×
1.25 
出産日以前42日（多
胎妊娠の場合98日）
から出産の日後56日 

○出産手当金請求書
〔添付書類〕 
 出勤簿の写 

休 業 手 当 金 組合員が被扶養者及び被扶養者
でない配偶者，子，父母等の病気
の看護などにより欠勤し，給料の
全部又は一部が支給されないと
き 

 

 

 

給料日額の60％ ○休業手当金請求書 
〔添付書類〕 
 出勤簿の写 
 欠勤届の写 
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互 助 組 合 の 給 付 

給付の種類 支 給 要 件 支 給 額 請 求 書 類 

死 亡 弔 慰 金 会員が死亡したとき 

会員の配偶者が死亡したとき 

会員の扶養家族が死亡したとき 

会員の子女又は父母が死亡した

とき 

500,000円 

100,000円 

20,000円 

20,000円 

○死亡弔慰金・遺児

育英資金請求書 

〔添付書類〕 

埋火葬許可証の写

（共済と併記請求の

場合は不要） 

 死亡者又は遺児が

扶養家族でない場

合は戸籍抄本 

 扶養家族でない遺

族が請求する場合

は戸籍抄本 

遺 児 育 英 資 金 会員が死亡した時，18歳未満の子

女（18歳に達した日以降における

最初の３月31日までの間にある

者を含む）がいる場合 

該当子女１人につき 

100,000円 

死亡弔慰供物料 

 

 

会員が死亡したとき 10,000円に消費税を加

えた額以内の花輪又は

これに相当する供物 

○死亡弔慰供物料請

求書 
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共 済 組 合 の 給 付 

給付の種類 支 給 要 件 支 給 額 請 求 書 類 

育児休業手当金 組合員が育児休業により勤務に
服さなかったとき 

給料日額（上限あり）
の40％（暫定期間は
50％）×1.25×休業日
数 

 

○育児休業手当金請求
書 

○育児休業手当金休業
実績等証明書 
○育児休業手当金変更
請求書 

＊平成22年３月31日以
前に育児休業を開始し
た者については77,78
頁参照 

 同左 

介護休業手当金 組合員が介護休暇により勤務に
服さなかったとき 

給料日額（上限あり）
の40％×1.25×休業日
数 

 ３か月限度 

○介護休業手当金
（共済）・介護助成
金（互助）請求書

弔   慰   金 組合員が水震火災その他の非常
災害により死亡したとき 

給料の１か月分 

×1.25 

○弔慰金・家族弔慰
金請求書 
〔添付書類〕 
 戸籍謄本等 家 族 弔 慰 金 被扶養者が水震火災その他の非

常災害により死亡したとき 
給料の0.7か月分 

×1.25 

災 害 見 舞 金 組合員が水震火災その他の非常
災害により住宅又は家財に一定
の損害を受けたとき 
〇住宅及び家財の全部が焼失又
は滅失したとき 

〇住宅及び家財の２分の１以上
（住宅又は家財の全部）が焼失
又は滅失したとき 

〇住宅及び家財の３分の１以上
（住宅又は家財の２分の１以
上）が焼失又は滅失したとき 

 床上120㎝以上の浸水 
〇住宅又は家財の３分の１以上
が焼失又は滅失したとき 

 床上30㎝以上の浸水 

 
 
 
給料の３か月分 

×1.25 
給料の２か月分 

×1.25 
 
給料の１か月分 

×1.25 
 
 
給料の0.5か月分 

×1.25 

○災害見舞金・同附
加金請求書 

〔添付書類〕 
り災状況報告書 
家財損害状況報告
書 
住居平面図，写真
等 

災害見舞金附加金 ○住宅又は家財の５分の１以上

が焼失又は滅失したとき 

 床上以上の浸水 
○災害見舞金が支給されるとき 

給料の0.5か月分 

×1.25 

 
災害見舞金の額の60％ 

 

災 害 見 舞 ○災害救助法が発動された地域内

で被害を受け，短期給付の災害見

舞金（附加金を含む）の支給を受

ける者 
○災害救助法が発動された地域
外で，災害救助法の発動された
事由と同一の事由で非常災害
を受け，かつ，短期給付の災害
見舞金（附加金を含む）の支給
を受ける者 

30,000円 ○請求不要（自動給
付） 
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互 助 組 合 の 給 付 

給付の種類 支 給 要 件 支 給 額 請 求 書 類 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

介 護 助 成 金 会員が介護休暇を取得し，給料が
減額されたとき 

｛給料日額（上限あり）
×50/100(介護休業手当
金の支給対象とならない
日のみ)＋共済組合掛金
日割り相当額＋互助組合
掛金日割り相当額｝×休
暇日数(最初に休暇を受
けた日から３か月が限
度) 

○介護休業手当金
（共済）・介護助成
金（互助）請求書

   

 

 

 

 

災 害 見 舞 金 会員が水震火災などの不可抗力
により住居又は家財などに５分
の１以上の損害を受けたとき 
○住宅及び家財の全部が焼失又
は滅失したとき 

○住宅又は家財の全部が焼失又
は滅失したとき 

○住宅又は家財の２分の１以上
が焼失又は滅失したとき 

○住宅又は家財の３分の１以上
が焼失又は滅失したとき 

○住宅又は家財の５分の１以上
が焼失又は滅失したとき 

 
 
 

250,000円 
 

150,000円 
 

80,000円 
 

40,000円 
 

20,000円 

○災害見舞金請求書

〔添付書類〕 
り災状況報告書 
家財損害状況報告書
住宅平面団，写真等
 
共済と併記請求す
る場合は添付書類
不要 
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共 済 組 合 の 給 付 

給付の種類 支 給 要 件 支 給 額 請 求 書 類 

結 婚 手 当 金 組合員が結婚（再婚を含む）した

とき 

80,000円 ○結婚手当金請求書

〔添付書類〕 

 戸籍抄本 
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互 助 組 合 の 給 付 

給付の種類 支 給 要 件 支 給 額 請 求 書 類 

結 婚 祝 金 会員が結婚したとき 

 会員期間中１回限り 

20,000円 ○結婚祝金請求書 

〔添付書類〕 

 戸籍抄本 

共済と併記請求す

る場合は不要 

退   会   金  平成18年３月31日までの会員期間

が１年以上の者が法人の会員たる資

格を喪失（以下「退会」という。）し

たときは退会金として，平成18年３

月31日までの会員期間に応じ支給額

欄に掲げる金額を支給する。 

 ただし，退会により退会給付金の

給付対象となった会員期間（「前回ま

での会員期間」という。）を有する会

員が再び退会したときは，前回まで

の会員期間による会員期間を合算し

た会員期間に応じ支給額欄に掲げる

金額から，前回までの会員期間に応

じ支給額欄に掲げる金額を控除した

額を退会金として支給する。 

 なお，会員が死亡したときは，そ

の遺族に支給する。 

 

 注 前回までの会員期間につい

て，昭和49年３月31日以前に係

るもの，及び平成３年10月１日

から平成10年３月30日までの間

の退会において会員期間通算の

承認を受けているものについて

は，前回までの会員期間を合算

した会員期間に応じた退会金を

支給する。 

会員期間  金 額 

１年以上 

３年未満  

３年以上 

５年未満 

５年以上 

10年未満 

10年以上 

15年未満 

15年以上 

20年未満 

20年以上 

25年未満 

25年以上 

30年未満 

30年以上 

35年未満 

35年以上  

○退会金請求書 

 

扶養家族でない会員

の遺族が請求する場

合は戸籍謄本 

退 会 記 念 品 20年以上会員であった者が退会

（死亡退会を除く）したとき 

30,000円程度の記念品

（旅行券） 

○退会記念品請求内

申書（所属所長内

申） 

5,000 円

10,000 円

30,000 円

50,000 円

100,000 円

200,000 円

300,000 円

350,000 円

400,000 円
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（資料２） 

 共済組合員資格喪失後の短期給付の概要 

給付の種類 支 給 要 件 支  給  額 請 求 書 類 

出 産 費 

１年以上組合員であった者が

退職後６か月以内に出産した

とき。ただし，健康保険等の

被保険者となったときは支給

されない。 

 

350,000円 

（108頁参照） 

 

 

 

〇出産費請求書 

健康保険等の被保険者

でないことがわかるも

の 

他 108頁参照 

埋 葬 料 

組合員であった者が退職後３

か月以内に死亡したとき。 

ただし，健康保険等の被保険

者となったときは支給されな

い。 

 

 

50,000円 

被扶養者であった者

以外の者が埋葬を行

った場合上記の額の

範囲内で埋葬費用相

当額 

 

 

〇埋葬料請求書 

〔添付書類〕 

埋火葬許可証の写 

埋葬を行った者の場合

は埋葬費用の領収書 

健康保険等の被保険者

でないことがわかるも

の 

傷病手当金 

１年以上組合員であった者が

退職時に傷病手当金を受けて

いるとき。 

ただし，健康保険等の被保険

者及び傷病手当の額を超える

退職又は老齢を給付事由とす

る年金，障害共済年金又は障

害一時金受給者となったとき

は支給されない。 

退職時の給料日額の

３分の２×1.25 

（退職しなかったと

したならば受けるこ

とができる期間限度）

 

 

 

 

〇傷病手当金請求書 

〔添付書類〕 

健康保険等の被保険者

でないことがわかるも

の 

障害共済年金等の受給

者の場合は当該年金証

書の写 

 

出産手当金 

１年以上組合員であった者が

退職時に出産手当金を受けて

いるとき。 

ただし，健康保険等の被保険

者となったときは，支給され

ない。 

 

 

 

 

 

退職時の給料日額の３

分の２×1.25 

〔出産の日（出産の日

が出産の予定日後であ

るときは，出産の予定

日）以前42日（多胎妊

娠の場合は98日）から

出産の日後56日又は退

職しなかったとしたな

らば受けることができ

る期間限度〕 

〇出産手当金請求書 

〔添付書類〕 

健康保険等の被保険者

でないことがわかるも

の 

 

 

 

 

 

 

（参考） 任意継続組合員の短期給付 

退職の日の前日まで引き続き１年以上組合員であった者が，退職後本人の申し出によ

り，２年間に限り，現職中と同様の短期給付（傷病手当金，出産手当金，休業手当金，

育児休業手当金，介護休業手当金を除く。）等を受けることができる。（18頁参照） 
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（参考）

(1) 医療給付の概要

共 済 組 合 が 

医療機関へ支払い 
自  己  負  担（病院の窓口で支払） 

療養の給付 

療 養 費 

（組合員） 

 70歳未満７割 

 70歳以上８割 

(一定以上所得者７割) 

 

家族療養の給付 

家 族 療 養 費 

（被扶養者） 

 ６歳未満８割(注③) 

 70歳未満７割 

 70歳以上８割 

（70歳以上一定以上所 

 得者の被扶養者７割) 

 

（組合員）療養に要した費用のうち 70歳未満３割 

70歳以上２割（一定以上所得者３割） 

（被扶養者）療養に要した費用のうち ６歳未満乳幼児医療費公費負担制度により原則窓口負担なし

70歳未満３割 

                70歳以上２割（70歳以上一定以上所得者の被扶養者３割）

自 己 負 担 の 区 分 高額療養費 (注①) 
一部負担金払戻金 

家族療養費附加金 

共済組合が

給付しない額

１件につき20,000円を超え

る場合 
 

自己負担額－20,000円 

〈100円未満切捨〉 20,000円 

（40,000円）と

100円未満の額

（互助組合から

2,500円を控除

して療養補助金

を給付） 

世帯合算(注②)を行わず高

額療養費が支給される場合

 
47頁参照 

自己負担額－高額療養費－

20,000円 

〈100円未満切捨〉 

世帯合算を行い高額療養費

が支給される場合 

 

自己負担合算額－高額療養

費－40,000円 

〈100円未満切捨〉 

入院時食事療養費 

食事療養に要した費用

の額－標準負担額 

   

標準負担額 

１食 260円 

 

備   考 原則として受診月の翌々月末日に組合員名義の申出預金口座に送金（自動給付） 

注① 高額療養費は法定給付であるが，後から給付されるためこの表では便宜上このように記載している。ただし，

70歳以上の高齢受給者が入院し，医療費が限度額を上回った場合には，限度額62,100円を超える額は現物給付と

なる。 

 ② 世帯合算については，48頁のイ，ウを参照すること。 

 ③ ６歳に達する日以後の最初の３月31日まで。 

 

 (2) 医療給付の計算例 

  ① 一般組合員（給料 424,000円未満の者）の場合 

ア 組合員（70歳未満） 入院15日 

総 医 療 費 650,000 円 

食事療養費  28,700 円（１食700円×41食） 

共済組合給付金（現物支給） 医療機関等の窓口での支払額 入院時食事療養費標

準負担額 

（自己負担） 
療養の給付（７割） 

650,000円×0.7＝455,000円 

 

 

入院時食事療養費 

（700円－260円）×41食＝ 

18,040円 

（現物給付） 

自己負担分   ３割 

650,000円×0.3＝195,000円 

事 後 給 付（現金給付）  
 

260円×41食 
 ＝10,660円 

高額療養費 

(共済組合) 

一部負担金払戻金

(共済組合) 

療養補助金 

(互助組合) 

111,070円 63,900円 17,530円 

195,000円 

－｛80,100円 

＋（650,000円 

－267,000円） 

×0.01｝ 

＝111,070円 

195,000円 

 －111,070円 

 － 20,000円 

 ＝ 63,930円 

(100円未満切捨)

195,000円 

 －111,070円 

 － 63,900円 

 － 2,500円 

 ＝ 17,530円 

自己負担額 

2,500円 
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※ 高額療養費の積算式：自己負担額－｛80,100円＋（総医療費－267,000円）×0.01｝ 

※ 上記の他，入院附加金7,500円が支給される。（500円×15日）《入院5日以上》 

 

イ 被扶養者（６歳以上７０歳未満） 通院（同一医療機関へ一月３回通院） 
     １日目 医療費 28,000円 
     ２日目 医療費 28,000円 
     ３日目 医療費 18,500円 
      計      74,500円 

共済組合給付金（現物支給） 医 療 機 関 等 の 窓 口 で の 支 払 額 

 

家族療養の給付（７割） 
74,500円×0.7＝52,150円 

自己負担分３割 74,500円×0.3＝22,350円 

事 後 給 付（現 金 給 付） 

家族療養費附加金 
（共済組合） 

療 養 補 助 金 
（互助組合） 

2,300円 17,550円 

22,350円－20,000円＝2,350円 
（100円未満切捨） 

22,350円－2,300円－2,500円 
＝17,550円 

（自己負担額 2,500円） 

 
  ② 上位所得組合員（給料424,000円以上の者）の高額療養費（共済組合）の積算式 
 
   ・ 自己負担額｛150,000円＋（総医療費－500,000円）×0.01｝ 
 
 

 (3) 療養の給付等の医療給付金の支給事務処理の概要 

  〇例：４月診療の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合員・被扶養者 

組 合 員 所属所長 

組
合
員
申
出
口
座 

中 国 銀 行 本・支店 

トマト銀行本・支店 

信 用 金 庫 本・支店 

信 用 組 合 本・支店 

中国労働金庫本・支店 

農業協同組合本・支店 

中国銀行県庁支店（送金手続）

電算処理会社（互助給付金計算等）

共済組合岡山支部（審査・支払）

支払基金岡山県支部（審査支払）

保 険 医 療 機 関 等

③送金通知書送付（７/21頃） 

(1)組合員証の提示受診（４月） 

④送金通知書交付 

⑦給付金払出・支払（７/31以降） 

⑥給付金振込〔受領〕（７/31） ⑤給付金送金依頼（７/28）

現
物
給
付 

療養の給付 

保険外併用療養費 

家族療養の給付 

訪問看護療養費 

家族訪問看護療養費 

入院時食事療養費 

現
金
給
付 

高額療養費 

一部負担金払戻金 

家族療養費附加金 

家族訪問看護療養費附加金

互助療養補助金 

(2)診療報酬請求 

レセプト送付（５/10まで） 

(5)診療報酬の支払

(3)診療報酬請求 

レセプト送付（６月中旬） 

 

(4)診療報酬の支払（６/20 頃）

①給付金計算 

 レセプト情報取込（６/10～12頃） 

   〃 入力修正 

 共済給付確定 

 互助給付計算用データ等送付 

 

②給付金明細書作成（７/20頃）


